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★お話の進め方 1

①お話は、タイトルに★があるスライドにしぼり、

進めて参ります。

（★以外の記述は、お時間のある際にご覧下さい。）

②特にお伝えしたい所は強調しています。

③お話の途中、ページ数をお伝えします。

進み具合は、ページ右上の数字との照合により

ご確認下さい。
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★アジェンダ 2

75歳で大きく変わる健康保険

～何が変わる？知っておきたい後期高齢者医療制度～

はじめに

（１）制度について

（２）保険料について

（３）給付内容と自己負担について

（４）結論 何に備えれば良い？

ご参考：問合せ窓口 など
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はじめに
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弊社の使命

はじめに 4

（出典：弊社HP https://panasonic.co.jp/pisj/company/company02.html）
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わたしたちを取り巻くリスク

はじめに 5

＋法・制度改正、景気、環境、カントリー ・・・



Panasonic Insurance Services Japan Co.,Ltd.

ＲＭ（リスクマネジメント） 病気・事故等が及ぼす悪影響の削減

はじめに 6

予防・防災 危機対応 生活再建（復旧）
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（１）制度について
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★（１）制度について 8

◆後期高齢者医療制度とは

参照：兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

75歳以上の方が加入する独立した公的医療保険制度

運営は各都道府県後期高齢者医療広域連合、窓口業務はお住まいの各市担当窓口が実施

※具体的なお問い合わせ先は、Ｐ．３9に掲載しております。ご参照ください。

後期高齢者医療制度

被用者保険制度／特例退職被保険者制度／高齢受給者制度

パナソニック健康保険組合
被用者保険制度／特例退職被保険者制度／高齢受給者制度

その他

国民健康保険

75歳＜イメージ図＞
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★（１）制度について 9

参照：兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

◆ 対象者

75歳以上の方（お誕生日から適用となります）

（補足）

○後期高齢者医療制度は、個人単位の制度です。

⇒被扶養者という概念はありません。ご家族は、その方自身が対象となる以外は、制度の

対象外となるため注意が必要です。

○65歳以上74歳以下で一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度を

選択された方も対象者となる場合があります。

◆後期高齢者医療制度とは



Panasonic Insurance Services Japan Co.,Ltd.

★（１）制度について 10

◆制度移行手続 ＜代表的なパターン＞

出典：パナソニック健康保険ＨＰ資料より

①本人がパナソニック健保の被保険者で、配偶者がその被扶養者の場合

本人（被保険者）

配偶者（被扶養者）

後期高齢者医療制度 75歳以上

国民健康保険等 75歳未満

本人

配偶者

後期高齢者医療制度 75歳以上

国民健康保険など 75歳未満

本人（被扶養者）

配偶者（被扶養者）

後期高齢者医療制度 75歳以上

職場の健康保険（被扶養者）

75歳未満

本人が

７５歳

到達

②夫婦で国民健康保険に加入していた場合

③夫婦で親族（例えば子どもさん）の職場の健康保険の被扶養者の場合

いずれも75歳未満

加入

加入

加入

継続

継続

加入
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★（１）制度について 11

◆制度移行手続 ＜ご本人がパナソニック健保の場合＞

（前頁補足）

【ご本人（ＯＢ会員）様】 加入手続きの必要はありません

※７５歳到達の前日に、パナソニック健保の被保険者資格を喪失します。

※７５歳到達日に自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※７５歳のお誕生日までに、お住まいの市区町村より｢被保険者証｣が送付されます。

【被扶養者様(75歳未満のとき)】 新たに国民健康保険等へ加入手続きが必要

※手続は資格喪失後１４日以内に行ってください。

（手続が、期日を過ぎると保険が適用されないケースがあります。）

※７５歳未満の被扶養者様は、ご本人（ＯＢ会員）様が、パナソニック健保の被保険者資格を

喪失すると同時にパナソニック健保の｢被扶養者としての資格｣を喪失することとなります。その場合、

国民健康保険等へ｢被保険者｣としての加入手続きが必要です。

出典：パナソニック健康保険ＨＰ資料より
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★（１）制度について 12

◆気になる点 「パナソニック健保 ⇒ 後期高齢者医療制度」の場合

【気になる点Ⅰ】 保険料負担は今より増える？減る？？

【気になる点Ⅲ】 自己負担はどうなる？？

【気になる点Ⅱ】 給付内容はどうなる？？
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（２）保険料について
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★（２）保険料について 14

パナソニック
健康保険組合

年間保険料は

約29.6万円
※収入等によらず一律

（答え）保険料は、年金等の収入、世帯構成等により変動

国民健康保険
年間保険料は

約6.5万円
※収入等によって変動

※算出条件は欄外の通り

後期高齢者
医療制度

年間保険料は

約24.0万円
※収入等によって変動

※算出条件は欄外の通り

【算出条件】
●兵庫県神戸市在住 ●ご本人、もしくはご夫婦がそれぞれの健康保険制度に加入 ●収入・所得状況はP.18の表の通り ●数値には介護保険料を含みません。

【ご参考：年間保険料イメージ】

出典：パナソニック健康保険ＨＰ他より弊社にて作成

＜気になる点Ⅰ＞保険料は今より増える？減る？

ご夫婦分 ご本人分 扶養者様分
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★（２）保険料について 15

（補足）

参照：滋賀県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

※ 保険料は、後期高齢者一人ひとりが納めます。

※ 保険料は、公的年金から天引き（「特別徴収」といいます）されます*。口座振替のご選択も可能です。

＊年額１８万以上の年金を受給されている方の場合。ただし、保険料が年金額の１／２を超える方を除きます。

※ 保険料の額は、所得に応じて負担する「所得割」と被保険者が均等に負担する「均等割」の合計額となります。

（上限６２万）

※ 具体的な保険料は広域連合ごとに決められています。詳細は、下記の兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰ*

をご確認ください。 ●http://www.kouiki-hyogo.jp/2-3-4premium.html

後期高齢者医療にかかる医療費と保険料の関係
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（２）保険料について 16

お一人お一人の保険料は

出典：兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰ

http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html
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（３）-１ 給付内容について
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（３）-１ 給付内容について 18

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰ資料より弊社で作成

◆病気やケガをしたときの被保険者本人への給付内容 （パナソニック健保の場合）

（補足）

保険外併用療養費 評価療養

患者申出療養

選定療養

高額療養費
高額介護合算療養費

療養の給付
療養費

訪問看護療養費

入院時食事療養費
入院時生活療養費

１食あたり460円を負担

＊1日3食までは超過分が給付される

独自付加給付

独自付加給付

（法定給付） （付加給付）

基礎的部分＝療養の給付と同じ

（保険適用／入院基本料等）

上乗せ部分＝全額自己負担

（保険適用外／先進医療等）

①自己負担割合等に応じ負担

②独自付加給付により最大約25,000円／

月の負担
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★ （３）-１ 給付内容について 19

「パナソニック健保 ⇒ 後期高齢者医療制度」の場合

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰ資料より弊社で作成

◆＜気になる点Ⅱ＞（制度が変わると）給付内容はどうなる？

（答え）パナソニック健保・独自付加給付*がなくなります。
＊パナソニック健保では、医療費が高額でも最終負担額は約25,000円（1人、１ヶ月、１医療機関、通院・

入院ごと）になるよう独自の付加給付が行われています。（自動給付。原則、受診月の３ヶ月後に給付。）

（補足）

保険外併用療養費 評価療養

患者申出療養

選定療養

高額療養費
高額介護合算療養費

療養の給付
療養費

訪問看護療養費

入院時食事療養費
入院時生活療養費

１食あたり460円を負担

＊1日3食までは超過分が給付される

独自付加給付

独自付加給付

（法定給付） （付加給付）

基礎的部分＝療養の給付と同じ

（保険適用／入院基本料等）

上乗せ部分＝全額自己負担

（保険適用外／先進医療等）

①自己負担割合等に応じ負担

②独自付加給付により最大約25,000円／

月の負担
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★ （３）-１ 給付内容について 20

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合、同県内各市ＨＰ資料より弊社で作成

◆ ＜補足＞健康診断、人間ドック等はどうなる？

項目 パナソニック健保 後期高齢者医療 備考

健康診断 有・無料 有・無料

人間ドッグ 43,960円まで補助* 無**
＊超過分は自己負担
＊＊加西市では人間ドック
の費用助成制度有

歯科健診 無 76歳・無料

健康診断、人間ドック等については下記のとおりです。お住まいの市町ごとにも差異があるため詳細は、居住地の

市町へお問い合わせください。（お問い合わせ先はＰ．３３をご参照ください。）

「パナソニック健保 ⇒ 後期高齢者医療制度」の場合
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（３）-２ 自己負担（割合）について
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（３）-２ 自己負担（割合）について 22

出典：兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

（被保険者証サンプル）

被保険者

証

高齢

受給者証

74歳まで

75歳から

※パナソニック健保の場合は一体型



Panasonic Insurance Services Japan Co.,Ltd.

★（３）-２ 自己負担（割合）について 23

＜気になる点Ⅲ＞ 自己負担割合はどうなる？

出典：国税庁ＨＰを参照し弊社で作成

『収入』、『市民税課税所得』とは？

公的年金 その他の年金 合計 公的年金 その他の年金 合計

符号 ① ② ③=①+② ④ ⑤ ⑥=④+⑤ ⑦=③＋⑥

収入 a 370 67 437 78 67 145 582

　　公的年金控除等 b 130 36 78 36 114

所得 c=a-b 240 31 271 0 31 31

　　所得控除 d 126 126

住民税課税所得 e=c-d 114 31 145 0 31 31

d：上図では便宜上、126万円（内訳は以下の通り）とし、他の控除を考慮しないものとする。

●基礎控除：（一律）38万円　●配偶者控除：（配偶者70歳以上）48万円　●社会保険料控除：35万円　●保険料控除：5万円

本人 配偶者
世帯計

項　目

a：前年1/1～12/31に得た年金収入

●公的年金とは：国民年金、厚生年金のほか、確定給付企業年金など　　　●その他の年金とは：生命保険契約や生命共済契約に基づく年金など）

b：公的年金に掛かる雑所得・公的年金控除速算表（65歳以上の場合）　　　　　　　　　　　　　　　ｂ´：その他年金にかかる収入・控除額について

（公的年金等収入金額）　　　　　　（雑所得の額）　　　　　　　　　　　　（控除額）　　　　　　　　　　　　保険会社等、金融機関より送付される通知書等で

120万円以下　　　　　　　　　⇒ 所得0　　　　　　　　　　　　　 ⇒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　ご確認ください。（P.26ご参照）

120万円超330万円未満　  ⇒ 収入金額－120万円 　　　　 ⇒　　　　　　120万円　　　　　　　　　　　　　上図では便宜上、収入67万円、経費36万円として

330万円以上410万円未満 ⇒ 収入金額×0.75－37.5万円 ⇒ 収入金額×0.25＋37.5万円　　　　　　　おります。実際の数値は、お1人お1人で異なります。

410万円以上770万円未満 ⇒ 収入金額×0.85－78.5万円 ⇒ 収入金額×0.15＋78.5万円
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★（３）-２ 自己負担（割合）について 24

＜気になる点Ⅲ＞ 自己負担割合はどうなる？

出典：兵庫県及び滋賀県後期高齢者医療広域連合ＨＰより「※」の説明は次ページに記載しております。

（答え）自己負担割合は、

収入、住民税課税所得

等により変わります。

（補足）一部負担金の割合は、毎年８月１日に、
当該年度の住民税課税所得額に基づき
判定されています。
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（３）-２ 自己負担（割合）について 25

（前ページ注釈）

出典：兵庫県及び滋賀県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

※１ 「住民税課税所得」（「課税標準」と呼ばれることもあります。）とは、お住まいの市町で賦課されている住民税の
算出基礎となる所得を指しています。毎年６月頃に市区町村から送付される納税通知書で確認いただけます。

●所得金額から、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いた後の
金額となります。

●総合課税所得のほか、分離課税所得も含まれます。

※２ 前年の１２月３１日時点で世帯主であった方については、一定額を控除した金額で判定いたします。

※３ 世帯内に、昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者
の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が２１０万円以下であるとき、自己負担割合は「1割」です。ここでの
「総所得金額等」については、「住民税課税所得」とは異なりますのでご注意ください。

※４ 収入額とは、前年中に得られた、必要経費および各種控除額を引く前の金額をいいます。

注）なお、住民税課税所得額についての詳細は、お住まいの市町の後期高齢者医療担当課または住民税担当課に
お問い合わせください。
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（３）-２ 自己負担（割合）について 26

＜ご参考＞ 公的年金等の源泉徴収票

出典：日本年金機構ＨＰ

【メモ】

毎年1月下旬に出状されて

います。

源泉徴収

雑所得金額×5.105％が

源泉徴収されます。

※5.105%のうち、0.105％
は復興所得税
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（３）-２ 自己負担（割合）について 27

＜ご参考＞その他年金による収入額等の確認 ～支払通知～

資料提供：三井住友海上火災保険株式会社

【メモ】

その他年金の課税対象額、必要経費

保険会社等金融機関から送付される支
払通知等で確認出来ます。

通常、支払毎に契約者へ向け出状されて
います。

源泉徴収

年金受取、かつ、雑所得金額が25万円
以上となる場合、その金額×10.21％が
源泉徴収されます。

※10.21%のうち、0.21％は復興所得税
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★（３）-２ 自己負担（割合）について 28

出典：厚生労働省保険局『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（平成30年8月診療分から）より抜粋

＜ご参考＞高額療養費の自己負担上限額
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★ （３）-２ 自己負担（割合）について 29

出典：厚生労働省保険局『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（平成30年8月診療分から）より抜粋

＜70歳以上の方の上限額＞

課税所得 年収にすると
外来の上限額

（個人ごと）

690万円以上 約1,160万円～ 140,100円

380万円以上690万円未満 約770万円～約1,160万円 93,000円

145万円以上380万円未満 約370万円～約770万円 44,400円

一

般 145万円未満 約156万円～約370万円 18,000円
（年144,000円）

57,600円 44,400円

24,600円 －

15,000円 －

注）1つの医療機関での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。

　　この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

＊ 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。なお、住民税非課税の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

多数回*該当

の場合の

上限額

ひと月の上限額

（世帯ごと）

Ⅱ住民税非課税世帯

Ⅰ住民税非課税世帯（年金収入80万円以下など）

8,000円

252,600円+(医療費-842,000)×1%

167,400円+(医療費-558,000)×1%

80,100円+(医療費-267,000)×1%

適用区分

現

役

並

み

住

民

税

非

課

税

等

＜ご参考＞高額療養費の自己負担上限額
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★（３）-２ 自己負担（割合）について 30

出典：パナソニック健康保険組合ＨＰの資料に基づき当社で作成

＜高額療養費及びパナソニック健保・独自付加給付（一部負担還元金）の計算例＞
■Ｐ．２８の例の場合

（70歳以上・年収約370万円～約770万円（3割負担）で30日間（食事90食）入院の場合）

Ｐ．２８の例
74歳まで

（パナソニック健保）
75歳から

（後期高齢者医療）

自己負担額
87,430円

パナ健保
独自付加給付金

62,430円

パナ健保
独自付加給付金

62,430円

（入院にかかる）
最終自己負担額

128,830円

（医療費の）
最終自己負担額

25,000円 （入院にかかる）
最終自己負担額

66,400円
入院時の食事代負担
30日（90食）分

入院時食事標準負担額
1食460円×90食分

41,400円

＋ ＋ ＋ ＋
初期費用

家族交通費 など
諸雑費

初期費用
家族交通費 など

諸雑費

初期費用
家族交通費 など

諸雑費

初期費用
家族交通費 など

諸雑費
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（３）-２ 自己負担（割合）について 31

出典：厚生労働省保険局『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（平成30年8月診療分から）より抜粋

＜知っていると便利・「世帯合算」＞
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（３）-２ 自己負担（割合）について 32

出典：滋賀県後期高齢者医療広域連合ＨＰより

＜手続方法＞
①市町村担当窓口に「限度額適用認定証」の交付申請

②「限度額適用認定証」を受取

③入院や外来診療時、保険証とともに「限度額適用認定証」
を医療機関に提出

＜効果＞
医療費の窓口負担を自己負担上限額にとどめられる。

（入院のほか、外来診療についても利用可能）
（限度額適用認定証/上記は滋賀県の例）

☆医療費の窓口負担を減らしたいときの手続
（適用区分・現役並み・年収約370万円～約1,160万円の方が対象）

高額療養費の還付は、診療月の３ヶ月後が原則。
自己負担割合分のお支払とはいえ、手術をしたとき、入院が
長くなったときなどの金額は馬鹿になりません。
お財布から出て行くお金はなるべく抑えたいものです。

＜知っていると便利 「限度額適用」＞
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（４）結論 何に備えれば良い？
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★（４）結論 何に備えれば良い？ 34

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより当社で作成

◆ 気になる点（まとめ）

【気になる点Ⅰ】 保険料負担は今より増える？減る？？

【気になる点Ⅲ】 自己負担はどうなる？？

【気になる点Ⅱ】 給付内容はどうなる？？

（答え）保険料は、年金等収入、世帯構成等により 変わります。

（答え）自己負担割合は、収入、住民税課税所得で 変わります。

（答え）パナソニック健保・独自付加給付がなくなります。
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★（４）結論 何に備えれば良い？ 35

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより当社で作成

◆ パナソニック健保加入者の75歳未満の被扶養者

（補足）

ご本人がパナソニック健保から後期高齢者医療に移行するのと同時に、被扶養者

の方もその被扶養者の資格を喪失します。（＝健康保険の無い状態）

（備え）国保等への加入が必要です。ご注意ください。（Ｐ．１１ご参照）

加入手続きは、資格喪失から14日以内に行うことが重要です。
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★（４）結論 何に備えれば良い？ 36

出典：パナソニック健康保険組合、兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより当社で作成

移行に伴い、パナソニック健保の高額療養に対する独自付加給付がなくなります。

（Ｐ．１９ご参照）

◆ 高額な療養（大きな手術、長期入院等）に備える

（注意）ご自身分だけでなく、被扶養者（特に配偶者）の方の備えもお忘れなく！

（１）入院日数が平均で３～４ヶ月にもおよぶ脳血管疾患（脳内出血、くも膜下

出血、脳梗塞等）への保障を充実させましょう！

（２）高額な手術・治療費、薬剤費が想定されるガンや心疾患への保障を充実させ

ましょう！

（備え）大きな手術、長期入院等に備える

たとえば、
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ご参考
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★ご参考：お問い合わせホームページ 38

HP：兵庫県後期高齢者医療広域連合 http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html

出典：兵庫県後期高齢者医療広域連合ＨＰより
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★ご参考：お問い合わせ窓口 39

出典：兵庫県後期高齢者医療広域連合、各市町村ＨＰより（注）上記以外の市町村にお住まいの方は、恐れ入りますが、居住地の市役所等へお問い合わせください。

所在地

神戸市中央区三宮町1-9-1-

1201

センタープラザ12階

明石市中崎1丁目5-1

市役所本庁舎2階

加古川市加古川町北在家2000

市役所新館1階

姫路市安田4丁目1

本庁舎1階

加西市北条町横尾1000

本庁舎1階

相生市旭1丁目1-3

1号館（本庁）1階

加古川市
国民健康保険課

後期高齢医療係

079-427-9388
(リンク)https://www.smilemail-

kakogawa.jp/form/index.php?section_cd=1022

姫路市
市民局　市民生活部

後期高齢者医療保険課

079-221-2315
(リンク)https://www.city.himeji.lg.jp/module/shareform.

php?so_cd=4-2-17-0-0

相生市
0791-23-7154
(リンク)https://www.city.aioi.lg.jp/form/detail.

php?sec_sec1=8&check

市民課　国保年金係

加西市 健康福祉部 国保医療課
0790-42-8721

mail：kokuho@city.kasai.lg.jp

名称 電話番号／メールアドレス

明石市
市民生活局　長寿医療課

後期高齢者保険係

078-918-5165
(リンク)https://www.city.akashi.lg.jp/cgi-

bin/simple_faq/form.cgi

（兵庫県後期高齢者医療広域連合）

連合 （代表）
078-326-2612

－

（市担当窓口）　＊居住地の窓口を使う　　＊＊国民健康保険・国民年金と同じ窓口
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ご参考 40

出典：厚生労働省「平成２６年人口動態統計」、保険会社ＨＰ掲載資料より当社で作成

Ｑ．“保険会社”が言う『三大疾病』って①～③のどれだと思いますか？

①悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中（総患者数269.8万人）

②悪性新生物・心疾患・脳血管疾患（総患者数453.4万人）

③悪性新生物（上皮内ガンを除く）・急性心筋梗塞・脳卒中

心疾患（172.9万人）

狭心症（58万人）

急性心筋梗塞
（3万人）

【参考資料】心疾患の患者数

（１）三大疾病ってご存知ですか？
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保険料の推移（1カ月当り）

2,911円 5,514円

8,200
円

2000年
2015年

2025年予想

3.6

10.1

21.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2000年

介護保険スタート
2015年

2025年

予想

給付の推移（単位：兆円）

自己負担割合の改定

１０％
収入により
２０％

収入により

３０％
2000年

2015年8月

2018年8月

【出典】厚生労働省：「公的介護保険制度
の現状と今後の役割」より当社で作成

（２）『介護保障』は どうなる？？

公的介護の動向
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【お近くのご相談窓口】

私たち、パナソニック保険サービスは、全国に営業所を設置し、ＯＢの皆さまのお近くで安心・安全をサポートさせ
ていただきます。

自動車保険、団体傷害保険だけでなく火災保険、生命保険、疾病入院保険、（民間）介護保険についての
お申込・お問い合わせ、リスクマネジメント、ファイナンシャルプランニングについてのご相談、お問い合わせは、最寄の
各営業所までお気軽にお電話ください。

パナソニック保険サービス

国内拠点一覧

42

《取扱代理店》 パナソニック保険サービス株式会社

札 幌：
TEL 011-836-2321
FAX 011-836-2322

名古屋：
TEL 052-951-6231
FAX 052-961-6980

岡 山：
TEL 086-297-6320
FAX 086-297-7776

仙 台：
TEL 022-711-3581
FAX 022-265-8640

春日井：
TEL 0568-81-6215
FAX 0568-84-6418

洲 本：
TEL 0799-23-3914
FAX 0799-23-3983

東 京：
TEL 03-3436-3160
FAX 03-3434-0240

津：
TEL 059-229-8705
FAX 059-229-8707

福 岡：
TEL 092-474-4800
FAX 092-474-4837

横 浜：
TEL 045-938-2045
FAX 045-938-2097 大 阪：

TEL 06-6937-7866
FAX 06-6949-5237

群 馬：
TEL 0276-63-2266
FAX 0276-63-6439

草 津：
(滋 賀)

TEL 077-566-4485
FAX 077-566-4271

本社：〒540-6202 大阪市中央区城見2丁目1番61号
ツイン21  OBPパナソニックタワー2階
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みなさまの安心づくりのパートナー。

パナソニック保険サービス株式会社

43


